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1. はじめに 

1.1. 計画策定の背景と目的 

令和５年３月に策定した「荒尾市地域公共交通計画」（以下「交通計画」という。）に

おける事業の実施方針に基づき、確実な事業の実施と事業実施による継続的な公共交通体

系の維持と運行を図るため、「荒尾市地域公共交通利便増進実施計画」（以下「利便増進

計画」という。）を策定する。 

 

1.2. 本計画の位置づけ 

利便増進計画は、「荒尾市にとって望ましい公共交通のすがた」を示した地域公共交通

の基本計画である地域公共交通計画に基づくアクションプランとして、その具体的な内

容（路線の再編や事業等）について定めるものである。 

 

 

 

荒尾市地域公共交通利便増進実施計画の策定 

（アクションプラン） 

バス乗り込み調査 

地域公共交通の現状整理 

荒尾市地域公共交通計画 
（マスタープラン） 

●荒尾市立地適正化計画 

●荒尾ウェルビーイングスマートシティ実行計画 

●荒尾市地球温暖化対策実行計画 

●荒尾市観光振興計画 

●荒尾市地域福祉計画 

●荒尾市高齢者福祉計画及び介護保険事業計画 

●有明圏域定住自立圏共生ビジョン 等 

国が策定する公共交通の基本方針 

・交通政策基本法 

・地域公共交通活性化・再生法 等 

市民アンケート調査 

高校生アンケート調査 

上位計画 

関連する計画 

基礎調査 

交通事業者ヒアリング調査 

 

おもやいタクシーのシミュレーション 

モビリティ・マネジメント実証 

検討・調査 

民生委員アンケート調査 

交通事業者等へのヒアリング調査 等 

第 6 次荒尾市総合計画 

（荒尾市人口ビジョン、荒尾市デジタル田園都市

国家構想総合戦略） 
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1.3. 計画の実施区域 

本計画の実施区域（対象範囲）は、荒尾市全域とする。 

 

 

1.4. 計画の実施期間 

本計画の実施期間は、令和６年度から令和 9年度までの 4年間とする。 

なお、「あらお海陽スマートタウン」の整備等を踏まえ、市内の移動需要が変化するこ

とが想定される場合は、計画の見直しを行う。 
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1.5. 荒尾市地域公共交通網の利便増進に向けて実施する施策 

公共交通計画における４つの基本方針に対して、以下に示す個別施策を実施する。各

施策は、記載する実施主体が積極的に事業を推進するものとするが、本計画期間内にお

いても事業の有効性等に鑑みて、随時、実施施策及び施策内容は見直しを行うものとし

ている。本計画では、赤枠に示す施策について定めるものとする。 

表 1-1 公共交通計画で定めた個別施策の内容 

実施事業 実施主体 

実施時期 利便

増進

実施

事業 
R5 R6 R7 R8 R9 

効
率
的
で
持
続
可
能
な
公
共
交
通 

おもやいタクシーの

運行充実と平井・府

本地区乗合タクシー

の効率化 

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

荒尾市 

交通事業者 

   

 

 ● 

様々な交通モードに

よる連携・補完を目

指した、運行内容の

継続的な改善 

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

荒尾市 

交通事業者 

     ● 

公共交通の効率的な

運行に向けた DX の推

進 

荒尾市 

交通事業者       

公共交通の持続的な

運行に向けた人材確

保支援 

荒尾市 

交通事業者       

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
と
連
動
し
た
公
共
交
通 

持続的な運行に向け

た市内完結路線バス

の改善  

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

交通事業者 

   

 

 ● 

地域間交通の維持・

改善  

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

交通事業者 

     ● 

スマホアプリ/スマー

トバス停/デジタルサ

イネージによる情報

提供・待合環境の改

善 

荒尾市 

交通事業者 

      

スマートシティの推

進に向けたデジタル

技術の利活用 

荒尾市 

交通事業者       

 

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 

乗合タクシーの効率的な運行方法検討 

検討・モニタリング 

検討・実施 

路線網検討 

再編運行 

検討・実施 

検討・実施 
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実施事業 実施主体 

実施時期 利便

増進

実施

事業 
R5 R6 R7 R8 R9 

利
用
者
視
点
の
「
円
滑
な
移
動
サ
ー
ビ
ス
」 

市域全体を対象とし

た交通モード横断の

新たな運賃施策の設

定 

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

荒尾市 

交通事業者 

 
 

   ● 

高校生を対象とした

通学における公共交

通の利用促進に資す

る運賃施策の検討 

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

荒尾市 

隣接する地方公共

団体 

交通事業者 

 
 

   ● 

高齢者の更なる公共

交通利用促進に向け

た福祉特別乗車証制

度の改善 

荒尾市 

交通事業者 
     ● 

公
共
交
通
で
出
か
け
た
く
な
る
、「
移
動
目
的
と
移
動
手
段
の
連
動
」 

健康づくり施策と連

携した、行動変容を

促す利用促進策の実

施  

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

荒尾市  

     ● 

高齢者の移動活性化

に向けた自動車運転

免許返納促進 

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

荒尾市 

     ● 

若年層が公共交通を

より身近に感じても

らう取り組みの実施 

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

交通事業者 

荒尾市 

     ● 

商業・観光施設と連

携した、行動変容を

促す利用促進策の実

施  

荒尾市地域公共交

通活性化協議会       ● 

移動の支援が必要な

方が安心できる移動

環境の構築 

荒尾市地域公共交

通活性化協議会 

荒尾市 

      

  

検討 

実施 

検討 

実施 

検討 

実施 

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 

検討・実施 

適宜支援 
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1.6. 地方公共団体による支援の内容 

利便増進に向けて実施する事業に関連して地方公共団体が行う支援策については、以

下のものが挙げられる。 

 

表 1-2 地方公共団体による支援の内容 

支援策 実施主体 

路線バス等の再編に伴う運行経費等に対する予算的支援 荒尾市 

複数の交通モードの連携強化を図る際の、異なる交通事業者間の各種調整

支援 
荒尾市 

路線の再編を実施する際の、対象地域への連絡・説明等の各種調整支援 荒尾市 

高齢者や若年層の公共交通利用促進のための取り組みを実施する際の関係

組織間の調整や周知 
荒尾市 
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1.7. 本市における施設等開発動向 

1.7.1. 有明医療センター 

荒尾市民病院の施設老朽化が進んだため、令和 5 年 10 月に新病院「荒尾市立有明医

療センター」が開業した。 

地域医療の中核を担う総合病院として、病床数 274 床を有しており、入院患者の見舞

いや通院、病院関係者の通勤のために公共交通の重要性がますます高まっている。病院

周辺の外構工事が令和 6 年 12 月に完成することに合わせ、荒尾市内路線について、市

内全域から病院までのアクセスを改善するため、病院玄関まで路線バスの乗り入れを予

定している。 

 

（令和 8年 3月改訂） 

令和 6 年 12 月の路線再編により、荒尾市市内路線について、有明医療センター玄関

までの乗入を開始した。 

 

 

 

図 1-1 路線バス乗り入れイメージ 

  

バ
ス
停 

凡例 

 

バス乗入れ経路 
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1.7.2. あらお海陽スマートタウン 

旧荒尾競馬場の跡地を含む、広大な遊休地の土地を整理・有効活用し、新たなまちづ

くりの拠点として、都市機能の集積を図り、JR 荒尾駅周辺地域全体の活性化を目指し

て「あらお海陽スマートタウン」の整備を進めている。 

令和 8 年には、「荒尾市ウェルネス拠点施設（道の駅、大屋根広場、保健・福祉・子

育て支援施設）」が完成する予定である。また、宅地造成や生活利便施設の立地など、

今後本地域を含めた市内全体の移動需要が変化することが想定されている。今後、ウェ

ルネス拠点整備に合わせ、再度公共交通ネットワークの再編を検討する。 

 

（令和 8年 3月改訂） 

スマートタウンを含めた市内全体の移動需要の変化に対応するため、「荒尾市保健・

福祉・子育て支援施設 Mirairo（みらいろ）」（令和 8 年 4 月開業予定）及び「道の駅ウ

ェルネスあらお」（令和 8 年 6 月開業予定）の開業に向けて、新設路線であるスマート

タウン線の運行開始を予定している。 

 

 

図 1-2 あらお海陽スマートタウン街の将来像 

 

  

あらお海陽スマートタウン完成イメージパース

JR荒尾駅

（株）トライアルカンパニー
R７オープン

戸建て住宅
国道３８９号

（生活利便施設誘致）

経済波及効果シミュレーション（※）
●来訪者：年間約620万人
●経済波及効果：年間約480億円
●税収効果：年間約8.5億円
●就業誘発効果：約6,000人

（戸建て・集合住宅）

（温浴・宿泊・アウトドア施設など誘致）
ウェルネスコアゾーン

ウェルネス拠点施設 R8春オープン予定
（道の駅・保健福祉子育て支援施設）

BAOO荒尾
営業中

集合住宅６棟
完成済

南新地土地区画整理事業 施行面積 約34.5ha 事業終了 令和8年3月
計画人口 約1,000人

R5.3都市再生整備計画（荒尾駅周辺地区）策定
・都市構造再編集中支援事業として、駅舎含むバリアフリー基本構想の策定
・まちなかウォーカブル推進事業として、駅と海陽スマートタウンを結ぶ
道路の改良、無電柱化。公園緑地の整備。

※熊本県経済波及効果分析ツールを用いて経済波及効果を試算。なお、上記の経済波及効果、税収効果、就業誘発効果は運営段階の試算結果。
各施設の建設段階において、別途、経済波及効果約460億円、税収効果約9.3億円、就業誘発効果約5,000人が見込まれる。
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2. 利便増進事業実施における課題の整理・検討 

2.1. おもやいタクシーの現況と課題の整理 

2.1.1. おもやいタクシーの輸送力シミュレーション 

（1） シミュレーションの目的 

荒尾市地域交通計画におけるおもやいタクシーの数値目標は、令和 9 年度目標値

21,000 人/年（令和 4 年度比約 1.6 倍）、乗合タクシーは 5,000 人/年を維持することで

ある。（おもやいタクシー+乗合タクシーで約 1.4倍の利用者数目標） 

利用者の利便性を一定程度維持しつつ、数値目標を達成するための運行体制につい

て、複数の将来イメージを基にシナリオを設定し、AI デマンドシステムを運用する株

式会社未来シェアによる机上シミュレーターによりシミュレーションを実施した。 

 

（2） シミュレーションの条件設定 

車両数は、ピーク時に 4 台（現行おもやいタクシー車両数+乗合タクシー車両数）、

もしくは現行台数+1台の 5台の 2パターンで設定した。 

乗合率の多寡を定めるデマンドシステム上のパラメータ（迂回パラメータ）は、乗

合率を高める目的で現行の 10 分と 20 分とを比較した。また、輸送力の多寡を定める

パラメータの一つである遅延パラメータは、現行並みの 10 分と比較対象として 15 分

の 2つを比較した。 

 

（3） シミュレーションにあたってのシナリオの検討 

シミュレーションを行うにあたって、以下の①～③のシナリオを設定した。 

 

表 2-1 シナリオの設定 

案① 午後のみ乗合タクシー統合シナリオ 案② 統合・利用者 1 . 5 倍シナリオ 

 午後のみおもやいタクシーと乗合タクシ

ーを統合するシナリオを作成 

 現況利用者数（令和 4 年度）の実績を基

に、年間通じて利用が多い日（おもやい

タクシー+乗り合いタクシーの合計値）を

選定し、シナリオを作成 

 午後のピーク時間帯である 13 時～15 時

の 3 時間の OD を使用してシナリオを作

成 

 おもやいタクシーに乗合タクシーを統合

し、利用が①の 1.5 倍（利用者数目標並

を想定したシナリオ）となった場合のシ

ナリオを作成 

 ①の OD から 1 時間単位で無作為に半数

を抽出し、1.5 倍化する 

 ピーク時間帯である 9 時～11 時の 3 時

間の OD を使用してシナリオを作成 
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（4） シミュレーション結果 

以下①～②のシナリオについてシミュレーションを実施した。シミュレーション結

果を評価する指標として、サービスの質を示す『不便時間（※）』を用いた。 

 
※『不便時間』：「希望乗車時間と実際の乗車時間との差」と「目的地までの予定所要時間と

実際の所要時間の差」の合計。利用者が「待たされた」時間を示す指標であり、この値
が小さい程、利便性が高い。 

表 2-2 シミュレーション結果 

 

 

2.1.2. おもやいタクシーに関する課題 

シミュレーション結果から、おもやいタクシーと乗合タクシーを統合した場合、時

間帯によって 3～4台程度の運行が必要であることが示された。 

一方、一般乗用タクシーについても、運転者不足の影響や輸送人員減少による市内

各地の待機場所削減の影響で、ピーク時間帯において迎車待ち時間が約 20 分となる

状況が発生しており、おもやいタクシーのピーク時間帯の不便時間の実績値とほぼ同

等の時間となっている。 

そのため、おもやいタクシーをピーク時間帯に増車することで、一般乗用タクシー

の迎車待ち時間と比較して不便時間が短くなり、一般乗用タクシーの競争性が失われ、

おもやいタクシーの運行を担うタクシー事業者の経営が悪化することが想定される。 

今後、おもやいタクシーの利用状況及び不便時間と一般乗用タクシーの迎車待ち時

間を適宜モニタリングし、一般乗用タクシーの競争性を維持しつつおもやいタクシー

の適切な台数設定について交通事業者と共に引き続き検討を行う。 

また、乗合タクシーとおもやいタクシーの統合については、運賃面の格差が大きく、

既存利用者にとって大幅な値上げとなることから、利便性と価格のバランスを精査し、

利用者の納得感を得られるよう引き続き検討を継続する。 

 

  

考察
午後ピーク午前ピークおもやいタクシー増車

・乗合タクシー統合
シミュレーション 不便時間台数不便時間台数

午後はおもやいタクシーと乗合タクシー
を統合し、現状の利用に対応する場合、
3台体制ならば、不便時間は現状以下に
抑えることができる。

5～15分現状と同様
乗合タクシー午後の
み統合
(利用は現状並み)

案①

4台体制ならば、午前のピーク時間帯の
利用が1.5倍に増加した場、現状に近い
不便時間で運行することができる。

未検討12～21分

乗合タクシー午前午
後完全統合
(利用が現状の1.5
倍)

案②

実際の状況とシミュレーション結果を比
べると約2~3倍の不便時間となる。
※令和5年度は、ドライバーの休憩時間
取得に伴う不便時間解消のため、午後の
一部に3台目を導入。

20.3分
(R5：17.5分)

18.1分【参考】
現状（実際の状況）

7.2分10.4分【参考】
現状（シミュレーション）

おもやい おもやい

乗合 乗合

おもやい おもやい おもやい おもやい

おもやい おもやい

おもやい おもやい おもやい

4台体制

4台体制

2台体制 2台体制

3台体制

おもやい おもやい

おもやい おもやい おもやい おもやい2台体制 2台体制
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2.2. 路線バスの現状・課題と再編の方向性 

荒尾市内の路線バスは、多くの路線で高齢者の買い物や通院目的の利用が多くを占め

ているため、午前中～午後の早い時間帯に利用が集中している。 

今後は、有明医療センターへの乗入れを中心として路線の再編や、利用が多い時間帯

を中心とした荒尾駅～ゆめタウンシティモール間の運行間隔調整による等間隔運行化、

午後の便を中心とした運行効率化を図り、利便性向上と運行効率性向上の両立を図る必

要がある。 

表 2-3 路線別現況と課題と再編の方向性(1/2) 

路線 運行状況・利用状況 課題・再編の方向性 

荒尾玉名線 

➢ 始発と最終便の便当たり利用者

数が 3 人以下である 

➢ 玉名市への通学利用者と午前中

の玉名市側から荒尾市への買い

物需要が見られる 

➢ 経路は現行通り（有明医療センター乗入れ無

し） 

➢ 現行の運行回数・時刻を維持、もしくは始発と

最終便の時刻を調整 

倉掛線 
➢ 午後の便を中心に、便当たり利

用者数が 3 人以下である 

➢ 倉掛線沿線から有明医療センターへの通院アク

セスを改善するため、バスセンター起終点の循

環運行とする 

➢ 午前中を中心とした運行とする 

➢ 荒尾駅～バスセンター間は八幡台線と可能な限

りヘッド調整を行い、利便性を向上 

桜山線 

(新図経由) 

➢ 早朝と最終便（上下）計 3 便で

便当たり利用者が 3 人以下であ

る 

➢ 荒尾駅～バスセンター間は八幡台線と可能な限

りヘッド調整を行い、利便性を向上 

➢ 有明医療センター及びイオンタウンへの乗入れ 

➢ 海陽中学校～荒尾駅間アクセスを確保するため

に経路を変更 

➢ 利用状況や他系統で代替できることを踏まえ、

山の手経由系統、八幡台発着系統は系統廃止、

山の手～桜山（旧道）間は路線廃止 

桜山線 

(山の手経

由) 

➢ 桜山線（山の手経由系統、八幡台発着系統）は

系統廃止し、山の手～桜山（旧道）間は路線廃

止 

桜山線 

(八幡台発

着) 

➢ 桜山線（山の手経由系統、八幡台発着系統）は

系統廃止し、山の手～桜山（旧道）間は路線廃

止 

➢ 代替となる八幡台線については、起終点を八幡

校前から八幡台一丁目発着へ変更、八幡校前～

野原転回場間の回送を廃止し効率化（八幡宮前

バス停は八幡台一丁目の近傍） 
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表 2-4 路線別現況と課題と再編の方向性(2/2) 

路線 運行状況・利用状況 課題・再編の方向性 

八幡台線 
➢ 始発便の便当たり利用者数が 3

人以下である 

➢ 有明医療センターへ乗入れ 

➢ 起終点を八幡校前から八幡台一丁目発着へ変

更、八幡校前～野原転回場間の回送を廃止し効

率化（八幡宮前バス停は八幡台一丁目の近傍） 

➢ 荒尾駅～バスセンター間は倉掛循環線と可能な

限りヘッド調整を行い、利便性を向上 

八幡台線 

(八幡校) 

➢ 始発と最終便の便当たり利用者

数が 3 人以下である 

➢ 午前中の便を中心に便当たり利

用者が 10 人台となっている 

グリーンラン

ド線 

➢ 6 便中 3 便で便当たり利用者が

3 人以下である 

➢ 荒尾駅～ゆめタウンシティモー

ル間の利用が主である 

➢ 平日の運行ダイヤを需要に合わせて調整 

➢ 土日祝及び学生長期休暇中のダイヤを別途設定

することを検討 

東屋形線 

➢ 6 便中 2 便で便当たり利用者が

3 人以下である 

➢ 荒尾駅～ゆめタウンシティモー

ル間の利用が主である 

➢ 有明医療センターへの通院アクセスを改善する

ため、東屋形線と福祉村線を統合しバスセンタ

ー起終点の循環運行とする 

➢ 午前中を中心とした 6 回（循環）程度の運行を

想定 福祉村線 

➢ 6 便中 2 便で便当たり利用者が

3 人以下である 

➢ 荒尾駅～ゆめタウンシティモー

ル間の利用が主である 

住吉線 

➢ 7 便中 7 便で便当たり利用者が

3 人以下と低調である 

➢ 住吉線のみが運行する区間の利

用は 1 日に数名である 

➢ 住吉線を再編し、東屋形線、福祉村線と統合 

清里線 
➢ 清里線のみが運行する区間の乗

降は 1 日に 10 名程度である 

➢ 有明医療センタ―乗入れ 

➢ 清里方面の方が往路復路共有明医療センターへ

アクセス可能なように、運行経路を変更（桜山

経由から山の手経由へ） 

➢ 午前中を中心とした 3 回（片循環）程度の運行

を想定 

➢ 土日祝日の利便性向上のため、他路線と同様に

土日祝日の運行を開始 
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2.3. 公共交通の運賃施策の検討と課題 

（1） 運賃施策案 

利用者の利便増進や公共交通利用増の観点から、市民が円滑に移動できるよう、通

学する高校生及び市域全体を対象とした運賃施策を検討した。検討に当たっては、特

に、公共交通の持続可能性に十分配慮し、利用状況や収入の変化、適切な受益者負担

の考え方等にも留意し、運賃施策案ごとに、以下の条件で試算を行った。 

表 2-5 運賃施策案の概要 

運賃施策案 条件 概要 

1.通学フリー定期案 

①定期券額 5,000円 
[対象者：荒尾玉名線で通学定期券を利用する高校生] 

定期券金額を安く設定した場合の変化 

②定期券額 7,570円 

[対象者：荒尾玉名線で通学定期券を利用する高校生] 

JR 九州「荒尾～玉名」間の 1 ヶ月分の通学定期券金額

と同額にした場合 

2.市内均一運賃案 

①200 円均一運賃 

主に荒尾市内を運行する路線における利用者の平均的

な支払額より安い金額や高い金額とした場合の利用者

数と収入を試算。 

②220 円均一運賃 

③250 円均一運賃 

④300 円均一運賃 

 

（2） 試算のフロー 

運賃施策の各条件について、以下の方法で試算を行った。 

 

 

図 2-1 試算のフロー  

現状の収入 再編後の収入

路線バス利用者アンケート調査結果
（令和4年度実施、平日1日荒尾玉名線含む

荒尾市内全線 700人利用/日）

荒尾市
補助実績データ

現在の運賃額を適用し、
現状の収入額を試算

運賃施策案
（1.通学フリー定期、2.市内均一運賃）

を設定し、再編後の収入額を試算

補助金額及び荒尾市の負担額の計算

再編前後の収入比から
収入増減率を計算し、
補助実績データに適用

年間の収支、補助額、
荒尾市負担額を使用
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2.3.1. 通学利用者をターゲットとしたフリー定期券の検討 

（1） 定期券額 5,000 円 

通学フリー定期券を1ヶ月5,000円で導入した場合、利用者数は年間約3,761人増、

経常収益は約 2,254千円減となる。 

国庫補助額は減少し、荒尾市の負担額は約 1,995 千円/年の増加、玉名市の負担額は

約 1,376千円/年の増加という試算結果となった。 

表 2-6 試算結果（定期券額 5,000 円）

 
※1 荒尾玉名線で通学定期券で利用している高校生 

※2 価格弾力性-0.5 と仮定し試算（例：運賃-50%→-50%×（-0.5）＝25%利用増） 

※3 実際の令和 4 年度国庫補助額では、国：4,173 千円、県：4,893 千円 

 

（2） 定期券額 7,570 円 

通学フリー定期券を1ヶ月7,570円で導入した場合、利用者数は年間約2,224人増、

経常収益は約 1,508千円減となる。 

国庫補助額は減少し、荒尾市の負担額は約 1,335 千円/年の増加、玉名市の負担額は

約 920千円/年の増加という試算結果となった。 

表 2-7 試算結果（定期券額 7,570 円）

 
※1 荒尾玉名線で通学定期券で利用している高校生 

※2 価格弾力性-0.5 と仮定し試算（例：運賃-50%→-50%×（-0.5）＝25%利用増） 

※3 実際の令和 4 年度国庫補助額では、国：4,173 千円、県：4,893 千円  

割合

6.4%支払い額に影響が発生する人員(※1)

関係市町村補助対象額(千円/年)
国庫補助額

(千円/年)(※3)欠損額
(千円/年)

経常収益
(千円/年)

経常費用
(千円/年)

利用者数
(人/年)

玉名市荒尾市県国
(※2)

9,06913,1494,8944,89432,00619,75951,76676,220現行

10,44515,1444,3354,33534,26117,50551,76679,981変更後

+1,376+1,995-559-559+2,255-2,2540+3,761差

(２)補助金試算結果

(１)収入試算結果

割合

6.4%支払い額に影響が発生する人員(※1)

関係市町村補助対象額(千円/年)
国庫補助額

(千円/年)(※3)欠損額
(千円/年)

経常収益
(千円/年)

経常費用
(千円/年)

利用者数
(人/年)

玉名市荒尾市県国
(※2)

9,06913,1494,8944,89432,00619,75951,76676,220現行

9,98914,4844,5204,52033,51418,25151,76678,444変更後

+920+1,335-374-374+1,508-1,5080+2,224差

(２)補助金試算結果

(１)収入試算結果
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2.3.2. 市内均一運賃の検討 

（1） 均一運賃制度（200 円均一運賃） 

200円均一運賃を導入した場合、利用者数は年間約 9,357人増、経常収益は約 9,687

千円減となる。 

国庫補助額は減少し、荒尾市の負担額は約 9,111 千円/年の増加、玉名市の負担額は

約 3,107千円/年の増加という試算結果となった。 

表 2-8 試算結果（200 円均一運賃）

 
※1 現金、IC カード(都度払い)および定期券の利用者 

※2 価格弾力性-0.5 と仮定し試算（例：運賃-50%→-50%×（-0.5）＝25%利用増） 

※3 実際の令和 4 年度国庫補助額では、国：4,173 千円、県：4,893 千円 

 

（2） 均一運賃制度（220 円均一運賃） 

220円均一運賃を導入した場合、利用者数は年間約 3,749人増、経常収益は約 6,842

千円減となる。 

国庫補助額は減少し、荒尾市の負担額は約 6,359 千円/年の増加、玉名市の負担額は

約 2,606千円/年の増加という試算結果となった。 

表 2-9 試算結果（220 円均一運賃）

 
※1 現金、IC カード(都度払い)および定期券の利用者 

※2 価格弾力性-0.5 と仮定し試算（例：運賃-50%→-50%×（-0.5）＝25%利用増） 

※3 実際の令和 4 年度国庫補助額では、国：4,173 千円、県：4,893 千円 

 

割合

34.6%支払い額が減となる方の割合(※1)

20.7%支払い額が増となる方の割合(※1)

関係市町村補助対象額(千円/年)フィーダー補助
(千円/年)

国庫補助額
(千円/年)(※3)欠損額

(千円/年)
経常収益
(千円/年)

経常費用
(千円/年)

利用者数
(人/年)

玉名市荒尾市県国
(※2)

9,06956,1716,5974,8944,89481,62753,564135,197224,479現行

12,17665,2826,5973,6333,63391,32243,877135,197233,836変更後

+3,107+9,1110-1,261-1,261+9,695-9,6870+9,357差

(２)補助金試算結果

(１)収入試算結果

割合

29.0%支払い額が減となる方の割合(※1)

25.4%支払い額が増となる方の割合(※1)

関係市町村補助対象額(千円/年)フィーダー補助
(千円/年)

国庫補助額
(千円/年)(※3)欠損額

(千円/年)
経常収益
(千円/年)

経常費用
(千円/年)

利用者数
(人/年)

玉名市荒尾市県国
(※2)

9,06956,1716,5974,8944,89481,62753,564135,197224,479現行

11,67562,5306,5973,8363,83688,47646,722135,197228,228変更後

+2,606+6,3590-1,058-1,058+6,849-6,8420+3,749差

(２)補助金試算結果

(１)収入試算結果
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（3） 均一運賃制度（250 円均一運賃） 

250円均一運賃を導入した場合、利用者数は年間約 4,671人減、経常収益は約 2,961

千円減となる。 

国庫補助額は減少し、荒尾市の負担額は約 2,601 千円/年の増加、玉名市の負担額は

約 1,939千円/年の増加という試算結果となった。 

表 2-10 試算結果（250 円均一運賃）

 
※1 現金、IC カード(都度払い)および定期券の利用者 

※2 価格弾力性-0.5 と仮定し試算（例：運賃-50%→-50%×（-0.5）＝25%利用増） 

※3 実際の令和 4 年度国庫補助額では、国：4,173 千円、県：4,893 千円 

 

（4） 均一運賃制度（300 円均一運賃） 

300 円均一運賃を導入した場合、利用者数は年間約 18,680 人減、経常収益は約

2,491千円増となる。 

国庫補助額は減少し、荒尾市の負担額は約 2,682 千円/年の減少、玉名市の負担額は

約 1,054千円/年の増加という試算結果となった。 

表 2-11 試算結果（300 円均一運賃）

 
※1 現金、IC カード(都度払い)および定期券の利用者 

※2 価格弾力性-0.5 と仮定し試算（例：運賃-50%→-50%×（-0.5）＝25%利用増） 

※3 実際の令和 4 年度国庫補助額では、国：4,173 千円、県：4,893 千円 

  

割合

23.6%支払い額が減となる方の割合(※1)

32.9%支払い額が増となる方の割合(※1)

関係市町村補助対象額(千円/年)フィーダー補助
(千円/年)

国庫補助額
(千円/年)(※3)欠損額

(千円/年)
経常収益
(千円/年)

経常費用
(千円/年)

利用者数
(人/年)

玉名市荒尾市県国
(※2)

9,06956,1716,5974,8944,89481,62753,564135,197224,479現行

11,00858,7726,5974,1074,10784,59450,603135,197219,808変更後

+1,939+2,6010-787-787+2,967-2,9610-4,671差

(２)補助金試算結果

(１)収入試算結果

割合

18.9%支払い額が減となる方の割合(※1)

38.7%支払い額が増となる方の割合(※1)

関係市町村補助対象額(千円/年)フィーダー補助
(千円/年)

国庫補助額
(千円/年)(※3)欠損額

(千円/年)
経常収益
(千円/年)

経常費用
(千円/年)

利用者数
(人/年)

玉名市荒尾市県国
(※2)

9,06956,1716,5974,8944,89481,62753,564135,197224,479現行

10,12353,4896,5974,4664,46679,14256,055135,197205,799変更後

+1,054-2,6820-428-428-2,485+2,4910-18,680差

(２)補助金試算結果

(１)収入試算結果
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2.3.3. 運賃施策における課題 

何れの運賃施策においても、値下げにつながる施策については、行政負担額が増加す

る試算結果となった。特に、市界を跨って運行している地域間幹線系統については、収

入の減少が国庫補助額の減少につながり、隣接自治体の行政負担額も増加する結果とな

り、運賃施策の実施に向けた合意が得られておらず、継続的な協議が求められている。 

今後は、利用者視点の「円滑な移動サービス」の実現に向け、本事業の実施時に発現

される様々な効果を試算し、合意形成を目指す。 

 

2.3.4. 福祉特別乗車証の DX 化の検討と課題 

高齢者の外出促進を目的に実施している現在の福祉特別乗車証制度について、ICカー

ドによる荒尾市内の他の公共交通機関や商業施設とのスムーズな連携や移動データの取

得による公共交通改善施策への活用を目的として、福祉特別乗車証の IC カード化を検

討した。 

しかし、IC カードの導入費を試算したところ高額となる見込みであったため、IC カ

ード以外の技術を含め、幅広く交通 DX 技術を比較検討し、新たな福祉特別乗車証への

変更を目指す。 
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2.4. 公共交通利用促進における課題 

2.4.1. 若年層及び家族連れターゲット 

（1） 商業施設と連携した公共交通利用促進施策実証 

移動の目的地となる商業施設と連携し、公共交通に触れる機会を設けることで、将来

に向け安定的に利用者を確保することを目的に、バス乗車体験会イベントを通じたモビ

リティ・マネジメントの実証実験を行った。 

また、本実証を通じて、行動変容（自家用車→公共交通）を促す、効果的なモビリテ

ィ・マネジメントを検証し、恒常的に実施できる施策を検討した。 

 

（2） 実証内容 

市内のバス路線の拠点であるゆめタウンシティモール及び荒尾市立図書館と産交バス

株式会社と連携し、バス乗車体験会イベントを企画し、家族連れ 36 組（事前申し込み

及び当日飛び入り参加）にバス乗車体験会へ参加頂いた。 

参加者に対し、公共交通利用促進に係る情報提供を行ったほか、イベント体験後に公

共交通の利用意向等を尋ねるアンケートに回答頂いた。また、モビリティ・マネジメン

ト公式 LINE に登録頂き、乗車体験会後にお出かけを促す情報提供と公共交通の無料ク

ーポンを配信し、効果検証を実施した。 

 

イベント実施日：令和 5年 10月 15日（日） 

対象者：若年層を含む家族連れ 

施 設：ゆめタウンシティモール 

 

 実証手順 

①  商業施設や公共交通機関と連携し、施設内にて公共交通に係る利用促進イベント

（バス乗車体験会）を企画 

②  イベントにて公共交通に関する情報提供を行い、今後の公共交通利用意向等に関す

るアンケートを実施 

③  イベント時に、LINE お友達登録頂き、登録頂いた方（家族連れ等）を対象にモビ

リティ・マネジメントを実施 

④  モビリティ・マネジメント用公式 LINE アカウントから、逐次売り出し情報や図書

館・書店イベント情報等を配信し、その際に公共交通デジタルチケット（クーポ

ン）を添付 

⑤  行動変容（自家用車→公共交通）を促す、効果的な施策を検証する 
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図 2-2 乗車体験会における様子 図 2-3 配信したクーポン 

 

（3） 実証結果と課題 

バス乗車体験会に参加した 36 組中、25 組がアンケートに回答し、内 18 組（約 7

割）が「今回のイベントをきっかけに、子どもとの公共交通利用を増やしたい」と回

答し、一定の効果が見受けられた。 

一方、公式 LINE への登録は 36 組中 8 組に留まり、お出かけに関する情報とクー

ポンを LINE配信したもののクーポンの利用は無かった。 

この事から、子ども連れによる公共交通体験イベントはワンショット TFP（※）の

取り組みとして成果があったものの、イベント後の公式 LINE を通じたコミュニケー

ションについては、LINE 登録に対する参会者の抵抗感が見受けられたこと等により

効果を発現させることが出来なかった。今後は、商業施設等への来訪者増と公共交通

利用者増、若年層の公共交通利用意識の定着のため、費用対効果を見極めながら利用

者にとっても商業施設にとってもメリットがある関係の構築を目指す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ モビリティ・マネジメントの手法の 1つであり、情報提供と現状把握のアンケートのみを

行うもの。  
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2.4.2. 高齢者ターゲット 

（1） 健康づくり施策と連携した公共交通利用促進施策実証 

「荒尾市からだ元気教室（地域包括支援センター主催）」など健康づくり施策と連携

した、行動変容を促すモビリティ・マネジメントの実証実験を行った。これまでも、本

市では高齢者を対象としたモビリティ・マネジメント施策を実施してきたが、費用対効

果の面からより簡便な手法で効果を最大化する手法を見極めることを目的に実証実験を

行った。 

 

（2） 実証内容 

高齢者を対象とした「荒尾市からだ元気教室」及びその続編である「荒尾市元気ステ

ップアップ教室」の新規参加者 10 名に対し、公共交通の使い方やメリット紹介を行い、

モビリティ・マネジメントの簡易型 TFP（※）施策を実施した。また、アンケート内容

については、「荒尾市からだ元気教室」の新規参加時に地域包括支援センターが実施す

るアンケート内容と設問が重複しないように配慮した。 

 

実施期間：令和 5年 11月～12月 

対象者：「荒尾市からだ元気教室」及び「荒尾市元気ステップアップ教室」の新規参

加者 

 

 実証手順 

①  「荒尾市からだ元気教室」において公共交通の使い方やメリット紹介を行い、事前

調査票への回答を依頼する。 

②  事前調査票に公共交通利用目標を記載頂く。 

③  事前調査から約 1 ヵ月後の「からだ元気教室」において事後調査票への回答を依頼

する。 

④  行動変容（自家用車→公共交通）を促す、効果的な施策を検証する 

 

 

図 2-4「からだ元気教室」の様子 

※ モビリティ・マネジメントの手法の 1 つであり、情報提供と２回のアンケートを行うも

の。  
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（3） 実証結果と課題 

事後調査時に公共交通を利用したと回答した方は 4 割であった。特に、事前調査で日

常的に公共交通を利用していないと回答した 4 人の内、1 名は事後調査で公共交通を利

用したと回答した。 

また、9 割の方が事後調査において「健康を維持するために、移動の際は公共交通を

利用して移動したい」と回答した。 

一方、事前調査に際し、「からだ元気教室」の時間の一部を割く必要があり、本来体

操に使う時間を削減して対応するなど、プログラムにおける改善点が判明した。また、

ケアマネジャーが新規参加者宅へ事前に赴き、参加者の生活状況等をヒアリングする中

で、「からだ元気教室」参加後の買い物や通院など日常生活における目標設定を行って

おり、モビリティ・マネジメントにおいて実施したプログラムと共通性が確認された。

そのため、健康づくりと公共交通利用促進を連動させた効率的で効果的な「からだ元気

教室」プログラムの作成が課題である。 
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3. 実施事業の内容・手法・実施主体 

3.1. 実施事業の基本方針 

（1） 効率的で持続可能な公共交通 

令和 5 年 10 月に有明医療センターが開業し、入院患者の見舞いや通院、病院関係者の

通勤のために公共交通のニーズが高まっており、市内各地から有明医療センターへアクセ

スしやすいネットワークが求められている。 

また、路線バスは、荒尾駅周辺と緑ケ丘周辺の二つの都市機能誘導区域や桜山・八幡台

周辺の居住誘導区域を結んでいるが、都市のコンパクト化や立地適正化を推進する上で一

層の利便性向上が求められている。 

一方で、路線バスは深刻な運転者不足に陥っており、いわゆる 2024 年問題が重なるこ

とで、これまでの運行内容を維持できない恐れが高まっている。 

これらを踏まえ、利便性の向上と更なる効率化を両立させるべく、利用状況や利用者の

移動ニーズを把握し、真に必要な運行内容を見極めた上で、路線の再編、運行回数や運行

ダイヤの調整、利用が極端に少ない区間の廃止を行う。 
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■荒尾市における公共交通ネットワークの形成方針 

 
 

  

あらお海陽 

スマートタウン 

凡例 

広域幹線 

地域間交通 

地域内交通 

都市機能誘導区域 

居住誘導区域 

緑ケ丘 

桜山 

八幡台 

補助対象幹線系統 
荒尾玉名線 

補助対象幹線系統 
上官線 

補助対象 
フィーダー 
系統 倉掛循環線 

地域内 
補助対象 
フィーダー系統 
荒尾市予約型乗合
タクシー（平井地
区、府本地区） 

荒尾駅 

補助対象幹線系統 
 大牟田市内線 

おもやいタクシー 

グリーン 
ランド線 

 

 

補助対象 
フィーダー系統 清里線 

補助対象 
フィーダー系統 
東屋形 
福祉村循環線 

グリーンランド線 補助対象 
フィーダー系統 
桜山線 

JR 鹿児島本線 

補助対象 
フィーダー 
系統 八幡台線 

地域内補助対象 

フィーダー系統 
スマートタウン線 
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位置づけ 系統等 役割 確保・維持策の方向性 

広域 
幹線 

JR 鹿児島本線 

市内外をまたぐ広域的

な通勤通学や観光など

多目的での移動手段を

確保 

鉄道や幹線的な路線バスを高頻度

かつ幅広い時間帯で確保する 
西鉄バス グリーン
ランド線 

産交バス 荒尾玉名
線 地域公共交通確保維持事業（幹線

補助）を活用し持続可能な運行を

目指す 

西鉄バス 大牟田市
内線 

西鉄バス 上官線 

地域間 
交通 

産交バス （荒尾玉
名線及びグリーン
ランド線以外） 

市の基幹交通軸として

市 内 の 拠 点 間 を 連 絡

し、通学や買い物・通

院等の日常的な移動手

段を確保 

地域公共交通確保維持事業（フィ

ーダー補助）を活用し、生活行動

に必要な水準を確保しつつ、持続

可能な運行を目指す 

産交バス グリーン
ランド線 

生活行動に必要な水準を確保しつ

つ、持続可能な運行を目指す 

地域内 
交通 

産交バス スマート
タウン線 

主に地域内の基礎的な

生活行動を支える移動

手段を確保 

地域公共交通確保維持事業（フィ

ーダー補助）を活用し、持続可能

な運行を目指す 

荒尾市予約型乗合
タクシー（平井地
区） 

荒尾市予約型乗合
タクシー（府本地
区） 

おもやいタクシー 

おもやいタクシーによる柔軟な移

動サービスについて、必要十分な

水準を確保する 

 

（2） 新しいまちづくりと連動した公共交通 

南新地地区で進展している新しいまちづくり（あらお海陽スマートタウン）の進捗状況

に応じ、新たな人の流れや利用者ニーズに鑑みて、公共交通網を再構築する。また、交通

結節点におけるバス停の高質化・情報提供施設の充実やスマートシティの実現に向けて公

共交通を含めた様々なデータを利活用し、「スマート」な移動環境構築を目指す。 
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（3） 利用者視点の「円滑な移動サービス」 

利用者の利便増進の観点から、様々な交通モードを利用して、市民が円滑に移動できる

よう、交通モード横断の運賃施策を検討する。また、その際は、公共交通の持続可能性に

十分配慮し、利用状況や収入の配分方法、適切な受益者負担の考え方等にも留意しつつ、

ターゲットを絞った施策の検討を行い、移動サービスの改善を目指す。 

 

（4） 公共交通で出かけたくなる、「移動目的と移動手段の連動」 

公共交通の利用を含めた外出行動は、移動目的との関係が大きいことから、移動目的先

となる市内の各事業者（商業施設や医療機関、健康づくり施設等）と連携した、消費活動

や健康・生きがいづくりの促進と、その際の公共交通利用を合わせて促す施策を実施し、

自家用車に依存しない楽しいお出かけを促進する。 
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4. 利便増進実施事業 

4.1. 事業の内容・実施主体 

 

表 4-1 実施事業の内容と実施主体 

利便増進事業の 

分類 

実施事業/実施時期 事業内容 実施主体 

イ①旅客鉄道、旅

客軌道、乗合

バス・タクシ

ー、定期航路

に係る路線等

の編成の変更 

１）路線バス等の再編 

（運行経路変更等） 

/令和 6 年 12 月にダ

イヤ改正、令和 8 年

４月に路線新設 

 

 

・路線バスの利便性向上

のための経路変更 

・路線バスの生活利便施

設への新たな乗入れ 

・路線バスの利用の少な

い区間の廃止 

・おもやいタクシーの継

続的なモニタリングと

見直し検討 

・乗合タクシーとおもや

いタクシーの統合検討 

荒尾市地域公共

交通活性化協議

会  

荒尾市  

交通事業者  

ロ②運行回数又は

運行時刻の設

定 

 

 

１）路線バス等の再編 

（等間隔運行等） 

/令和 6 年 12 月にダ

イヤ改正 

・二つの都市機能誘導区

域間を結ぶ路線バスの

運行間隔を調整 

・運行時間帯の短縮や適

切な運行回数へ見直し 

荒尾市地域公共

交通活性化協議

会  

荒尾市  

交通事業者 

ハ⑦①～⑥に掲げ

る事業の他、

地域公共交通

の利用を円滑

化するための

措置 

４）モビリティ・マネ

ジメント 

/令和 6 年 12 月以降 

・若年層とその家族及び

高齢者を対象としたモ

ビリティ・マネジメン

ト 

荒尾市地域公共

交通活性化協議

会  

荒尾市  

交通事業者 
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4.2. 事業別の実施内容 

（1） 路線バス等の再編 

路線バスの利便性向上のための経路変更や生活利便施設への新たな乗入れ、二つの都市

機能誘導区域間を結ぶ路線バスの等間隔での運行を目指して運行ダイヤを調整して利便性

を向上させる。また、運行時間帯の短縮や適切な運行回数への見直し、利用の少ない区間

の廃止を実施することで運行効率化を図る。 

おもやいタクシーについては、利用状況及び不便時間と一般乗用タクシーの迎車待ち時

間を適宜モニタリングし、一般乗用タクシーの競争性を維持しつつおもやいタクシーの適

切な台数設定について交通事業者と共に引き続き検討を行う。 

また、乗合タクシーとおもやいタクシーの統合については、運賃面の格差が大きく、既

存利用者にとって大幅な値上げとなることから、利便性と価格のバランスを精査し、利用

者の納得感を得られるよう引き続き検討を継続する。 
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■事業実施前後の全体像比較 

  

図 4-1 運行系統図（現行、再編後）  
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屋
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幡
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丁
目

一里木

金山

聖
人
原

一
小
下

ゆめタウンシティモール
バスセンター(BC)

1 荒尾玉名線
28便

8 八幡台線 28便

5 倉掛線
(助丸経由)

12便

7.8.11 34便

11 グリーンランド線
6便

12 東屋形線
6便

13 福祉村線
6便

12.13 12便

14 住吉線
7便

23 清里線
3便

31.32.33 14便

31.32.33
桜山線

14便
7.8 八幡台線

28便

23 清里線
3便

13 福祉村線
6便

14
7便

1 28便

7.8 28便

23 3便

32 2便

33 2便

1 荒尾玉名線
28便

13 福祉村線 6便

31 桜山線（新図経由）
10便

23 清里線 3便

33 桜山線（八幡台行き） 2便

四ツ山

荒尾市産交バス再編 運行系統図（現行）

荒尾市産交バス再編 運行系統図（再編後）

8 八幡台線
20～24便

5 倉掛循環線

10便

再編ポイント

市内各地の路線を
有明医療センタ―構内へ乗入れ①

倉掛線を循環線へ再編し、
医療センターアクセス確保②

東屋形線福祉村線を統合、
医療センターアクセス確保③

清里線の経路を変更し、
医療センターアクセス確保④

荒尾駅～BC間の
運行間隔を調整し、利便性向上⑤
住吉線の再編等に伴い
一部区間の廃止⑥

需要に応じた運行回数への変更⑦
スマートタウン線を新設し、あらお
海陽スマートタウン～荒尾駅間のア
クセス確保

⑧①

②

③

➃

⑥

⑥

⑥

⑦

⑦

⑦

新図団地

上下計
79便

⑤

31 桜山線
7便

倉掛

助丸

グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド

正
門
前

牛水下

桜山団地上

八
幡
台
一
丁
目

一里木

金山

聖
人
原

8 八幡台線 20～24便

5 倉掛循環線
10便

11 グリーンランド線
6便

31 桜山線
7便

8 八幡台線
20～24便

23 清里線
2便

1 荒尾玉名線
24便～28便

四ツ山

山
の
手

中
央
区

潮湯前

市
屋

一
小
下

イ
オ
ン
タ
ウ
ン

荒尾駅前

荒尾市役所前

31 桜山線

7便

中
央
小
学
校
前

ゆめタウンシティモール
バスセンター(BC)

海陽中前

新図団地

12 東屋形福祉村循環線
6便

有
明
医
療

セ
ン
タ
ー

（
構
内
）

8 八幡台線 20～24便
12 東屋形福祉村循環線

6便

12 東屋形福祉村循環線
6便

※記載の便数は平日のもの

※記載の便数は平日のもの

八
幡
校
前

道
の
駅

ウ
ェ
ル
ネ
ス
あ
ら
お

スマートタウン線

10～16便

上下計
69～77便

➇
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路線名 
旧 荒尾玉名線 実

施
事
業 

路線バス等の再編（等間隔運行等） 

新 荒尾玉名線  

■事業分類 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 荒尾玉名線は、市内のゆめタウンシティモールから玉名市役所を結ぶ所要

時間 40 分程度の幹線路線である。 

ゆめタウンシティモール～金山経由～玉名市役所で運行されており、主に

ゆめタウンシティモールから玉名駅間で通過人員が多くなっており、通

勤・通学や買い物、通院等の日常生活の移動において利用されているが、

利用者数は減少傾向であり、路線の効率化・適正化を図る必要がある。 

幹線路線として、運行の維持を図り、始発・最終時刻の調整を図る。 

 

利便増進を図る内容 ➢ 経路は現行通り（有明医療センター乗入れ無し） 

➢ 現行の運行回数・時刻を維持、もしくは始発と最終便の時刻を調整 

対応する主な移動 買い物、通院、通勤、通学、観光 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

No. 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 
金山、桜山団地上 

玉名 

市役所前 
20.0 41 

往路 旧 15.0 8.0 8.0 

復路 旧 13.0 8.0 8.0 

新 
荒尾 

バスセンター 
金山、桜山団地上 

玉名 

市役所前 
20.0 41 

往路 新 

13.0 

～

15.0 

8.0 8.0 

復路 新 

11.0 

～

13.0 

8.0 8.0 
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路線名 
旧 倉掛線 

実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 倉掛循環線 路線バス等の再編（等間隔運行等） 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 倉掛線は、ゆめタウンシティモールから荒尾駅前に向かう所要時間 25 分

程度の地域内路線である。 

高齢者の利用の割合が高く、ゆめタウンシティモールやその付近の緑ケ丘

での利用が多く、主に買い物、通院等の日常生活の移動において利用され

ている。 

完成した有明医療センターへの通院アクセスの改善を目指した経路への変

更や、利用状況に合わせたダイヤへの調整、荒尾駅～バスセンター間にお

いては利便性向上のために八幡台線とのダイヤの調整を図る。 

 

利便増進を図る内容 ➢ 倉掛線沿線から有明医療センターへの通院アクセスを改善するため、バ

スセンター起終点の循環運行とする 

➢ 午前中を中心とした運行とする 

➢ 荒尾駅～バスセンター間は八幡台線と可能な限りヘッド調整を行い、利

便性を向上 

対応する主な移動 買い物、通院 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 方面 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 

助丸、 

倉掛 
荒尾駅前 8.1 23 

往路 旧 6.0 3.0 3.0 

復路 旧 6.0 4.0 4.0 

新 
荒尾 

バスセンター 

助丸、倉掛、 

荒尾駅前、山の手 

有明医療センター 

荒尾 

バスセンター 
14.9 41 

右回 新 5.0 3.0 3.0 

左回 新 5.0 3.0 3.0 
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路線名 
旧 

桜山線 

（新図経由） 
実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 桜山線 路線バス等の再編（等間隔運行等） 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 桜山線（新図経由）は、ゆめタウンシティモールから荒尾駅前間を結ぶ所

要時間 30 分程度の地域内路線である。 

ゆめタウンシティモールでの乗降が最も多く、桜山町～ゆめタウンシティ

モール間では 75 歳以上の高齢者の利用が多く、桜山町付近～荒尾駅間で

は幅広い年齢の利用がある。 

 

利便増進を図る内容 ➢ 荒尾駅～バスセンター間は八幡台線と可能な限りヘッド調整を行い、利

便性を向上 

➢ 有明医療センター及びイオンタウンへの乗入れ 

➢ 海陽中学校～荒尾駅間のアクセスを確保するために経路を変更 

➢ 利用状況や他系統で代替できることを踏まえ、山の手経由系統、八幡台

発着系統は系統廃止、山の手～桜山（旧道）間は路線廃止 

対応する主な移動 買い物、通院、通勤、通学、観光 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 

新図団地前、 

桜山団地上 
荒尾駅前 10.3 25 

往路 旧 6.0 3.0 3.0 

復路 旧 4.0 4.0 4.0 

新 
荒尾 

バスセンター 

新図団地前、 

桜山団地上、 

荒尾駅前 

イオンタウン 12.1 28 

往路 新 4.0 3.0 3.0 

復路 新 3.0 3.0 3.0 
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路線名 
旧 

桜山線 

（山の手経由） 
実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 （※廃止）  

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 桜山線（山の手経由）は、ゆめタウンシティモールから山の手を経由し荒

尾駅前間を結ぶ所要時間 30 分程度の地域内路線である。 

山の手～桜山（旧道）間は本系統のみが運行する区間であるが、利用が極

端に少なく、近傍に代替利用可能なバス停が存在することから廃止する。 

利便増進を図る内容 ➢ 桜山線（山の手経由系統、八幡台発着系統）は系統廃止し、山の手～桜

山（旧道）間は路線廃止 

対応する主な移動 買い物、通院 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 

新生区北、 

桜山団地上 
荒尾駅前 9.5 25 

往路 旧 1.0 2.0 2.0 

復路 旧 1.0 2.0 2.0 
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路線名 
旧 

桜山線 

（八幡台発着） 
実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 （※廃止）  

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 桜山線（八幡台発着）は、八幡台からゆめタウンシティモールを経由し、

荒尾駅前までを結ぶ、所要時間 36 分程度の地域内路線である。 

荒尾駅前方面のみの運行である。 

八幡台方面～ゆめタウンシティモール間は八幡台線が運行していることか

ら、系統の単純化のために廃止する。 

利便増進を図る内容 ➢ 代替となる八幡台線については、起終点を八幡校前から八幡台一丁目発

着へ変更、八幡校前～野原転回場間の回送を廃止し効率化（八幡宮前バ

ス停は八幡台一丁目の近傍） 

対応する主な移動 買い物、通院、通勤、観光 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 八幡台一丁目 
新生区北、 

桜山団地上 
荒尾駅前 13.4 33 

往路 旧 2.0 0.0 0.0 

復路 旧 0.0 0.0 0.0 
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路線名 
旧 

八幡台線 

（バスセンター発着） 
実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 （※廃止） 路線バス等の再編（等間隔運行等） 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 八幡台線は、ゆめタウンシティモールから四ツ山を結ぶ所要時間 25 分程

度の地域内路線である。 

ゆめタウンシティモール方面が、四ツ山方面と比較して利用者数が多い。 

有明医療センターへの通院目的の利用が多い。 

 

利便増進を図る内容 ➢ 本系統は八幡台線（八幡校発着）の区間系統であり、代替が可能であ

るため、系統廃止する。 

対応する主な移動 買い物、通院 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 
月田区 荒尾四ツ山 8.1 24 

往路 旧 1.0 3.0 3.0 

復路 旧 1.0 1.0 1.0 
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路線名 
旧 

八幡台線 

（八幡校発着） 
実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 八幡台線 路線バス等の再編（等間隔運行等） 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 八幡台線（八幡校発着）は、四ツ山からゆめタウンシティモールを経由し

八幡校前を結ぶ所要時間 35 分程度の地域内路線である。 

荒尾駅前方面のみの運行で、主に桜山町付近での乗車が多く、有明医療セ

ンター、荒尾駅前での降車が多くなっている。 

利便増進を図る内容 ➢ 有明医療センターへ乗入れ 

➢ 起終点を八幡校前から八幡台一丁目発着へ変更、八幡校前～野原転回場

間の回送を廃止し効率化（八幡宮前バス停は八幡台一丁目の近傍） 

➢ 荒尾駅～バスセンター間は倉掛循環線と可能な限りヘッド調整を行い、

利便性を向上 

対応する主な移動 買い物、通院、通勤、観光 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 八幡校前 
荒尾バスセンター、 

月田区 
荒尾四ツ山 12.5 33 

往路 旧 13.0 8.0 8.0 

復路 旧 13.0 7.0 7.0 

新 八幡台一丁目 

荒尾バスセンター、 

有明医療センター、 

月田区 

荒尾四ツ山 12.3 32 

往路 新 

10.0 

～ 

12.0 

8.0 8.0 

復路 新 

10.0 

～ 

12.0 

7.0 7.0 
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路線名 
旧 グリーンランド線 実

施
事
業 

路線バス等の再編（等間隔運行等） 

新 グリーンランド線  

■事業分類 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 グリーンランド線は、荒尾駅前からグリーンランド正門前を経由してゆめ

タウンシティモールを結ぶ、所要時間 15 分程度の地域内路線である。 

グリーンランドを目的とする利用が多いため、土曜・日祝の利用者数が平

日より多い傾向にある。 

 

利便増進を図る内容 ➢ 平日の運行ダイヤを需要に合わせて調整 

➢ 土日祝及び学生長期休暇中のダイヤを別途設定する 

対応する主な移動 買い物、通院、観光 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 

ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ正門前、

一小下 
荒尾駅前 5.8 18 

往路 旧 3.0 2.0 2.0 

復路 旧 3.0 2.0 2.0 

新 
荒尾 

バスセンター 

ｸﾞﾘｰﾝﾗﾝﾄﾞ正門前、 

一小下 
荒尾駅前 5.8 18 

往路 新 2.0 2.0 2.0 

復路 新 4.0 2.0 2.0 
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路線名 
旧 東屋形線 実

施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 東屋形福祉村循環線 路線バス等の再編（等間隔運行等） 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 東屋形線は、ゆめタウンシティモールから東屋形地域を経由してイオンタ

ウンを結ぶ所要時間 30 分程度の地域内路線である。 

1 日の利用者数は、ゆめタウンシティモール方面・イオンタウン方面を合

わせて 25 人程度であり、イオンタウン、荒尾駅前、ゆめタウンシティモ

ールでの乗降が特に多い。 

ゆめタウンシティモール方面の便では、イオンタウンや荒尾駅前からゆめ

タウンシティモールまでの長めの利用が比較的多くなっている。 

 

利便増進を図る内容 ➢ 有明医療センターへの通院アクセスを改善するため、東屋形線と福祉村

線、住吉線の一部区間を統合し、バスセンター起終点の循環運行とする 

➢ 午前中を中心とした 6 回（循環）程度の運行を想定 

対応する主な移動 買い物、通院 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 

東屋形二丁目、 

一小下 
イオンタウン 10.2 29 

往路 旧 3.0 3.0 3.0 

復路 旧 3.0 3.0 3.0 

新 
荒尾 

バスセンター 

東屋形二丁目、 

一小下、 

有明医療センター、 

有明高校前 

荒尾 

バスセンター 
13.1 33 

右回 新 3.0 3.0 3.0 

左回 新 3.0 3.0 3.0 
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路線名 

旧 福祉村線 実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 
東屋形福祉村循環

線に統合 
路線バス等の再編（等間隔運行等） 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 福祉村線は、ゆめタウンシティモールから有明医療センター、新図団地を

経由してイオンタウンを結ぶ所要時間 35 分程度の地域内路線である。 

1 日の利用者数は、ゆめタウンシティモール方面・イオンタウン方面を合

わせて 39 人程度であり、ゆめタウンシティモール方面では、ゆめタウン

シティモールでの降車が大部分を占めている。イオンタウン方面は、ゆめ

タウンシティモールでの乗車が多く、その他のバス停では少数の乗降が散

見される。 

利便増進を図る内容 ➢ 有明医療センターへの通院アクセスを改善するため、東屋形線と福祉村

線、住吉線の一部区間を統合し、バスセンター起終点の循環運行とする

ことで、本系統は廃止 

対応する主な移動 買い物、通院、観光 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 
有明高校前 イオンタウン 13.6 35 

往路 旧 3.0 2.0 2.0 

復路 旧 3.0 2.0 2.0 
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路線名 

旧 住吉線 実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 
東屋形福祉村循環

線に統合 
 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 住吉線は、ゆめタウンシティモールから荒尾駅前、住吉地域を経由してイ

オンタウンを結ぶ所要時間 30 分程度の地域内路線である。 

1 日の利用者数は、ゆめタウンシティモール方面・イオンタウン方面を合

わせて 14 人程度であり、利用は高齢者の割合が高い。途中のバス停から

ゆめタウンシティモールへの利用が主となっている。 

利便増進を図る内容 ➢ 有明医療センターへの通院アクセスを改善するため、東屋形線と福祉村

線、住吉線の一部区間を統合し、バスセンター起終点の循環運行とする

ことで、住吉線のみが運行する一部区間は廃止 

対応する主な移動 買い物、通院 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 

東宮内、 

住吉北 
イオンタウン 9.1 26 

往路 旧 3.0 0.0 0.0 

復路 旧 4.0 0.0 0.0 
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路線名 
旧 清里線 実

施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

新 清里線 路線バス等の再編（等間隔運行等） 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

ロ ② 運行回数又は運行時刻の設定 

■運行の概要 

運行の目的 清里線は、ゆめタウンシティモール、桜山地域、有明医療センターを結ぶ

所要時間 45 分程度の地域内循環線である。 

1 日の利用者数は、23 人程度であり、ゆめタウンシティモールが乗車・降

車ともに最も利用者が多い。それ以外では、有明医療センター付近からゆ

めタウンシティモールまでの短距離移動もみられる。 

利便増進を図る内容 ➢ 有明医療センターへの乗入れ 

➢ 清里方面の方が往路復路共に有明医療センターへアクセス可能なよう

に、運行経路を変更（桜山経由から山の手経由へ） 

➢ 午前中を中心とした片循環の運行を想定 

➢ 土日祝日の利便性向上のため、他路線と同様に土日祝日の運行を開始 

対応する主な移動 買い物、通院、通勤、通学、観光 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス、小型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

系統 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

旧 
荒尾 

バスセンター 

清里校前、 

牛水上 

荒尾 

バスセンター 
16.4 36 循環 旧 3.0 0.0 0.0 

新 
荒尾 

バスセンター 

清里校前、 

牛水上、 

有明医療センター 

荒尾 

バスセンター 
16.2 36 循環 新 2.0 2.0 2.0 
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路線名 新 スマートタウン線 

実
施
事
業 

路線バス等の再編（運行経路変更等） 

 

■事業分類 

イ ① 一般乗合旅客自動車運送事業に係る路線等の編成の変更 

■運行の概要 

運行の目的 新設路線のスマートタウン線は、荒尾駅と道の駅ウェルネスあらおや

BAOO 荒尾が立地するあらお海陽スマートタウンを結ぶ所要時間 10 分程度

の地域内循環線である。 

スマートタウン内の居住者の荒尾駅へのアクセス、市内外から来訪するス

マートタウン内立地施設の利用者及び従業員のアクセスを確保し、スマー

トタウンを中心とした市内の移動サービスを強化する目的で令和 8 年 4 月

より運行開始する。 

利便増進を図る内容 ➢ あらお海陽スマートタウンと荒尾駅とのアクセスを確保し、市内及び市

外との接続を円滑にするため循環運行とする。 

対応する主な移動 買い物、通院、通勤、通学 運行日 通年運行 

事業主体 産交バス株式会社 使用車両 中型バス 

事業形態 一般乗合旅客運送（路線定期運行） 運賃 対キロ区間制運賃 

 

■系統毎の運行回数  

No. 起点 主たる経由地 終点 キロ程 バス停数 往復 新旧 平日 土曜 日祝 

新 荒尾駅前 
道の駅ウェルネスあらお、 

BAOO 荒尾 
荒尾駅前 3.4 4 循環 新 

10.0 

～ 

16.0 

10.0 

～ 

16.0 

10.0 

～ 

16.0 
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（2） モビリティ・マネジメント 

持続可能な公共交通ネットワークの維持や、自家用車に依存しない楽しいお出かけ

が可能なまちづくりを促進するため、これまでマイカーを利用していた若年層や家族

連れ、高齢者をターゲットにモビリティ・マネジメントの実証実験を行った。 

その結果、若年層及びその家族連れに対しては、公共交通体験イベント実施時にお

けるワンショットTFPの取り組みについて成果が表れたことから、引き続き商業施設

と連携した乗車体験会や、乗り方教室等の手法を通じた、若年層とその家族に対する

コミュニケーションを継続し、ワンショット TFP を実施する。 

また、高齢者に対しては、「荒尾市からだ元気教室」のプログラムとモビリティ・

マネジメントにおいて実施した簡易型 TFP に目標の共通性が確認された。今後は、

「荒尾市からだ元気教室」の運営事業者やケアマネジャーと協働し、健康づくりと公

共交通利用を連動させた、より効率的かつ効果的なプログラムを実施する。 
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5. 事業実施に必要な資金の額・調達方法 

利便増進事業の実施に必要な資金の額及び調達方法について、以下のとおり設定する。 

※事業実施に必要な資金の額は見込み額である。 

 

表 5-1 単年度ごと事業実施に必要な資金の額 

実施事業の 

項目 

総事業費 

（千円） 

調達方法 
実施年度 

調達主体 金額(千円) 

路線バス等 

の再編 
97,051 

国：地域間幹線系統補助、

フィーダー系統補助 

地域間幹線： 

14,210 

フィーダー補助：

9,942(上限額) 
令和 6 年度 

～ 

令和 9 年度 県：県単独補助 14,210 

市：市町村補助 58,687 

モビリティ・

マネジメント

(MM )の実施

施策検討 

3,000 

国：利便増進計画推進事業 1,500(上限額想定) 令和 6 年度 

～ 

令和 9 年度 市：利便増進計画推進事業 1,500 
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6. 事業のアクションプラン 

本計画において実施する事業の実施スケジュールを以下に示す。 

 

表 6-1 事業のアクションプラン 

項

目 
事業内容 

事業期間 

令和６年度 令和 7 年度 令和 8 年度 令和 9 年度 

１）路線バス等の再編 

 路線バスの利便性向上のため

の経路変更 

    

路線バスの生活利便施設への

新たな乗入れ 

    

路線バスの利用の少ない区間

の廃止 

    

二つの都市機能誘導区域間を

結ぶ路線バスを等間隔で運行 

    

運行時間帯の短縮や適切な運

行回数へ見直し 

    

おもやいタクシーの継続的な

モニタリングと見直し検討 

    

乗合タクシーとおもやいタク

シーの統合検討 

    

２）モビリティ・マネジメント(MM )の実施施策検討 

 若年層とその家族及び高齢者

を対象としたモビリティ・マ

ネジメント 

    

 

  

見直し 

検討 

利用状況（不便時間）の 

モニタリング 

利用状況モニタリング 

（移動需要の変化に応じて 

再度見直し検討） 

継続検討 

移動需要の変化に応じて 

見直し検討 

ターゲットごとに適正化した 

モビリティ・マネジメントプログラムの実施 
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7. 事業実施により想定する効果 

利便増進事業の実施により、各路線において以下の効果の発現が想定される。 

また、それぞれの効果と計画の目標との関係について表中に記載する。 

 

表 7-1 想定する効果 

路線名 
利用者数 

（令和 4 年度） 

利用者数 

（令和 9 年度） 
事業項目 

荒尾玉名線 

(本市区間の利用者） 
45,110 人 67,546 人 

路線バス等の再編 

（等間隔運行等） 

倉掛循環線 16,189 人 24,241 人 

路線バス等の再編 

（運行経路変更等） 

（等間隔運行等） 

桜山線 23,965 人 35,885 人 

路線バス等の再編 

（運行経路変更等） 

（等間隔運行等） 

八幡台線 74,099 人 110,954 人 

路線バス等の再編 

（運行経路変更等） 

（等間隔運行等） 

グリーンランド線 8,620 人 12,907 人 
路線バス等の再編 

（等間隔運行等） 

東屋形福祉村循環線 18,812 人 28,169 人 

路線バス等の再編 

（運行経路変更等） 

（等間隔運行等） 

清里線 6,574 人 9,844 人 

路線バス等の再編 

（運行経路変更等） 

（等間隔運行等） 

スマートタウン線 ― 24,000 人 
路線バス等の再編 

（運行経路変更等） 
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表 7-2 想定する効果 

事業項目 事業の効果 
交通計画の目標 

における位置づけ 

１）路線バス等の再

編 

（運行経路変更等） 

 

 

 

有明医療センターへの乗入れによる利便性向上 

⚫ 医療センターの玄関前まで乗入れることで

アクセス性をこれまで以上に向上させ、通

院や通勤者の利便を確保する 

長期的な公共交通ネットワークの維持・確保 

移動ニーズを考慮したサービス水準の適正化 

運行効率化による運転者の労働環境向上 

⚫ 地域全体の利用状況を考慮した上で、サー

ビス水準の調整、必要に応じて運行回数・

ダイヤの変更や系統見直しを実施し、移動

ニーズに対応した運行内容へ改善する 

スマートタウン線の新設による利便性向上 

⚫ あらお海陽スマートタウンと荒尾駅を接続

するスマートタウン線の新設により、市内

外からの来訪者及びスマートタウン内の居

住者のアクセスの確保し、スマートタウン

を中心とした市内移動サービスを強化する 

目標① 

公共交通全体の利用

者数の維持向上 

１）路線バス等の再

編 

（等間隔運行等） 

 

運行ダイヤの調整による利用者の利便性向上 

⚫ 市内の基幹的路線である荒尾駅～ゆめタウ

ンシティモール間の運行ダイヤを等間隔運

行に調整することで、利用チャンスを拡大

し、利便を確保する 

２）モビリティ・マ

ネジメント 

新たな利用者の獲得 

⚫ これまでマイカーを利用していた若年層や

家族連れ、高齢者が公共交通利用に転換す

ることで、利用増につなげる 

目標④ 

自家用車に依存しな

い、楽しいお出かけ

の促進 
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